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中部国際空港セントレアと共に未来へはばたくまち条例 

 

中部国際空港セントレアは、中部地方の空の玄関口として、日々多くの人、モノ、

そして文化が交差する場所であり、中部地方と世界を結ぶ架け橋としての役割を担っ

ています。 

空港開港以来、常滑市は、国際空港が立地する自治体としての強みを活かし、市民

等に空港に関する学びや交流の場を提供する取組を行うことで、市民等の空港への愛

着を育み、空港との相互理解を深めてきました。 

この取組は、常滑市の未来を担う人材や国内外で活躍する人材の輩出を後押しする

とともに、空港の利用を促進し、ひいては常滑市と空港双方の活性化及び持続的な発

展に寄与するものです。 

今後、常滑市が空港と共に更に飛躍していくためには、あらゆる世代を対象に、学

びや交流の場をより一層拡充することが求められます。 

ここに、空港との連携を深め、「中部国際空港セントレアと共に未来へはばたくま

ち」の実現に必要な取組を強く推進していく決意を新たにし、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民等に対して空港に関する学び及び交流の場を拡充する取組

により、市の未来を担う人材及び国内外で活躍する人材の輩出を後押しするととも

に、空港の利用を促進し、もって市と空港の活性化及び持続的な発展に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 空港 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成 10年法律第 36号） 

第２条に規定する中部国際空港をいう。 

(２) 空港島 常滑市セントレアの区域をいう。 

(３) 空港関連事業者 空港島において空港に関する事業を行う法人その他の団 

体をいう。 

(４) 市民等 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に事務所又は事 

業所を有する法人その他の団体（空港関連事業者を除く。）をいう。 

（市の役割） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる取組を実施するものとす

る。 

(１) 空港を活用した体験その他の市民等の空港に関する学びを深めるための取組 

(２) 空港島及びその周辺において開催するイベントその他の市民等が参加する 

空港に関する交流を図るための取組 

(３) 空港に関する情報発信に関する取組 

(４) 空港の利用促進に資する取組 

(５) その他この条例の目的を達成するために必要な取組 
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（空港関連事業者の役割） 

第４条 空港関連事業者は、この条例の目的を達成するための取組を主体的に実施す

るよう努めるとともに、前条各号に掲げる取組に協力するよう努めるものとする。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、この条例の目的を理解し、市及び空港関連事業者がこの条例に基

づき実施する取組に協力するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第６条 市は、第３条各号に掲げる取組を実施するため、必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

（相互連携） 

第７条 市及び空港関連事業者は、この条例の目的を達成するための取組において必

要な連携を図り、その効果を高めるよう努めるとともに、共に飛躍し続ける関係を

築くものとする。 

 

附 則 

この条例は、令和８年２月 17日から施行する。 

 


